
政府の「働き方改革」ヘ

企業としてどう対応するか :

―同―労働同一賃金政策や多様な改正労働法などへの対応のポイントー

昨今、労働関係法令の立法化や改正が相次ぎ、現在、政府においては働き方改革およびこれに関連す

る法改正が検討されており、改正内容の理解と就業規則等への反映は、人事労務担当者の重要な業務の

一環となつております。

そこで、労働法の第一人者である安西弁護士が、同一労働同一賃金政策や労働契約法 労働者派遣法

改正などへの企業の対応について分かり易く明快に解説いたします。

経営者 経営幹部、人事労務 総務部門の管理者 担当者ならびに企業を指導する社会保険労務士の

方々などにこ参加いただきたく、こ案内申しあげます。

と き 平成29年 3月 24日 (金 )13時 30分～16時30分

ところ 高松商工会議所会館 5階 501会議室 (高松市番町2丁目2番 2号 )

購 師 安西法i■事務所 弁護士 安 西   愈 氏

昭和33年 高lL商業高校卒 同年 香,労働基準局に採用、同局労災補償課、監督課、大内労lll基 準監

督暑等●」l務、UびD37年 中央大学法学
=「

呻 信教育課li)卒 、昭和30年 労働省労働基準局監督課へ配置

換え、昭和43年 司法・t■ 験合1も、昭ネ044年 労働省退職、昭和46年 弁護士登録、現在に至る。

この間、第一東京弁護士会副会熟 :召 イ060年 )、中央大学講師(:召和62年～平成 15年 )、 東京基督教大

学講師(昭和62年ヽ平成9年 )、 最高裁司法[Fl多所教宮(平成4年～同7年 )、 労働省科学顧問(平成10年
ヽ同12年 )、 曰弁連研修委員長 (平成 11年 )、 東京地方最低賃金審議会会長(平成11年～ 24年 )な どを

圧任 現在 第一東京弁護士会労働法ホ」委員長(平成17年～)、 東京三弁護士会労働訴訟等協議会議長

(平成27年 )

〔著 言〕「トップ ミドルのための工用から退職までの法律知識J、
「8F下を持つ人のための人事 労務の法律J、

「人事の法法律常識J、
「新版 労働者派遣凛T=律実務Jなど多数

講 座  内

第 1 最近の政府の「働き方改革」政策をめぐつて
一 労働条件向上による生産性向上と産業競争力の強化 ―

第2同一労働同一賃金政策への企業の対応は
一 新率―括採用 職務評価ルールのない現状

第3定年後再雇用と労働契約法の不合理な

労働条件の禁止は
一 同一労働の再雇用は賃金差別禁止か ―

第4パートタイマーと不含理な労働条件の

禁止の取扱いは
一バートタイマーの差別禁上は行政指導をうけるか

第5 1年後に追ったパート等の無期転換申込み制へ

企業の対応は
人手不足への活用と業務減少 (雇用調整)対応の問題 ―

第6各労働局の「正社員転換・待遇改善実現本部」の

行政指導の対処は
一 多様な正社員 限定雇用の方向への指導 給付金政策 ―

第7無期転換しない5年未満の有期雇用契約の運用は
一脱法行為として無効とならないためにどうするか

第8労働者派遣法の活用と派遣先企業の留意点は
一 派遣元無期雇用者の長期派遣受入れと研修等への協カ ー

第9発注者・派遣先の違法派遣受入れによる
「労働契約申込みみなし」制度とは

どんな場合に派遣先直接雇用となるか ―

第10中小企業における「働き方改革」への対応は
一 従業員への個,1的対応による活用と配慮 ―

香 川 県 経 営 者 協 会 香川県社会保険労務士会



申 込 要 領

申込方法・支払方法

下記「参力0申込書」に所要事項をこ記入のうえ、3月 17日

Gりまでにファクシミリにて、お申込ください。なお、受付

票は発行いたしませんので、直接会場までお越し下さい。

準備の都合上、3月 17日 (D以降の参加取消しの場合、参力]

費の返却はいたしかねますので、代理の方のこ参加をお願い

します。

お手数ですが、右記□座までに参力0費をお振込み下さるよう

お願いします。お振込みの場合、振込控をもつて領収証に代

えさせていただきます。なお、恐れ入りますが、振込手数料

は貴社・団体にてこ負担をお願いいたします。

参 カロ費・ 振 込 先

《参加買》ぃ名につo

香川県経営者協会 香川県社労士会

労働法ビジネスセミナー会員
10,000円 (資料代等を含みます)

会 員 外 12,000円 (   ″   )

《振込先》

百十四銀行本店 香川銀行本店

口座 (普通) 1233480 3503823

名義 (共通) 香川県経営者協会

お申込み・お問合わせ

香川県経営者協会

「H28年度労働法実践セミナー」係
(11当 :熊 り1 谷に1)

〒7600017高 t_t市番町 2「 目 2番 2号
TEL(087)821-4691 FAX(087)825-92π

「[今骨][■逹量『1111:]せ鷲讐ヽ璽i:」:|
|   のために,J用 させていたたきます た令に旱つく場合等を除き 事業 |
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香り|1県経営者協会 行き

FAX:087-825-9274
※お中込み ま[AXに てお願いします

「H28年度労働法実践セミナー (安西弁護士)」 参カロ申込書
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●llば, 「 ]× 名= |'I( 」(′「 ,1  日振込ルセ) ※́ llと 多数の
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今は 本1!込 11を コヒーしご下1,1く ださい


